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本日の流れ

• 地域・職域連携推進ガイドライン

• 研究班のこれまでの知見（令和4～7年度の

 地域・職域連携推進研究)

• 機能的な地域・職域連携推進協議会とは

• 協議会のステップアップを図る
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地域・職域連携とは

• 地域・職域連携推進事業

– 青壮年・中年期からの継続した生活習慣病予防対策が目的

– 平成11～13年度: 厚生労働省「生活習慣病予防を目的とした

地域保健と職域保健の連携の在り方について」委員会で検討
開始

– 平成14～17年度 地域・職域連携共同モデル事業の実施

– 平成17年3月 「地域・職域連携推進ガイドライン」を公表

– 平成18年3月 同「ガイドライン」の改訂

– 令和元年9月 同「ガイドライン」の改訂
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地域・連携推進ガイドライン
(令和元年版)

Ⅰ.  地域・職域連携の基本的理念

Ⅱ.  地域・職域連携推進協議会の効果的な運営

Ⅲ.  地域・職域連携の企画・実施

Ⅳ.  具体的な取組に向けた工夫

資料
1. 地域・職域連携協議会活動状況報告書

2. 他の健康関係の協議会等との連携の在り方

3. 地域・職域連携推進協議会の成長イメージ

4. 地域・職域連携推進事業のスケジュール管理の例

5. 地域・職域推進事業の具体的取組例
6



地域・職域連携の基本的理念

2. 地域・職域連携のメリット

◆ 地域及び職域が保有する健康情報の共有・活用により、地域全
体の健康課題がより明確に把握することが可能

◆ 保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービ
スを選択し、受けることができる

◆ 保健サービスのアプローチルートの拡大につながり、対象者が保
健サービスにアクセスしやすくなる。

◆ 地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが
可能。

◆ これまで支援が不十分だった層への対応

• 働き方の変化や退職等のライフイベント等への柔軟な対応体制の構築

• 被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチ

• 小規模事業場等へのアプローチ

7健康寿命の延伸、QOLの向上、健康経営を通じた生産性の向上、医療費の適正化
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地域・職域連携の意義

8出典: 図3 地域・職域連携の意義 (地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年度改訂版)



Ⅱ.地域・職域連携推進協議会の効果的な運営

◆ 都道府県および二次医療圏単位に設置

◆ 地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等の中核的
な役割

◆ 各地方公共団体の健康増進計画の推進に寄与すること
を目的とする

◆ 連携事業を円滑に推進するために、必要に応じて事業担
当者によるワーキンググループ等を設置することが望まし
い。
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地域・職域連携推進における
国・都道府県・市町村の関係
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出典: 図５ 地域・職域連携推進における国・都道府県・市区町村の関係
           (地域・職域連携推進ガイドライン   令和元年度改訂版)

生活習慣病対策の
主な実施主体

プラットフォームの
役割



都道府県/二次医療圏協議会の役割

都道府県協議会 二次医療圏協議会

• 地域保健、職域保健の広域的観点で
の連携により体制整備を図る

• 都道府県における健康課題を明確化
し、管内全体の目標、実施方針、連携
推進方策等を協議することにより、管
内の関係者による連携事業の計画、
実施、評価の推進的役割を担う

• 関係団体の連絡調整、教材や社会資
源の共有を行う

• 地域及び職域における保健事業担当
者の資質向上を図るための研修会を
実施する

• 地域特性に応じた協力体制による継
続的な健康管理が可能となる体制を
構築する

• 会議の実施にとどまらず、具体的な取
組の実施にまでつなげていく

• 地域における関係機関への情報提供、
連絡調整、健康関連の情報収集、
ニーズ把握等を行い、地域特性に応
じた健康課題を解決するための連携
事業の計画、実施、評価等を行う
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協議会の構成機関(例)

1. 都道府県

2. 保健所

3. 市区町村

4. 国民健康保険団体連合会

5. 医師会/歯科医師会/薬剤
師会/看護協会/栄養士会
等関係団体

6. 住民ボランティア

1. 労働局(都道府県単位)

2. 労働基準監督署

3. 産業保健総合支援センター(都
道府県単位)

4. 地域産業保健センター

5. 保険者

6. 事業場

7. 地方経営者団体/商工会議所/
商工会
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出典:  地域・職域連携協議会の構成機関に期待される役割
           (地域・職域連携推進ガイドライン   令和元年度改訂版)

健診機関

学識経験者(産業保健、公衆衛生、公衆衛生看護等)

< 地域 > < 職域 >

声はかけているが、各機関の役割や権限
の理解や連携が上手くできていない

自治体も多い。



構成機関に期待される役割
機関名 期待される役割

都道府県

・都道府県協議会の事務局の設置
・都道府県単位の連携推進事業の企画立案、実施、評価についての中心的役割
・国民健康保険部門、商工労働部門等との庁内連携
・二次医療圏協議会単位の事業及び課題の把握と取組の支援

保健所
・二次医療圏協議会の事務局の設置
・二次医療圏単位の連携推進事業の企画立案、実施、評価についての中心的役割
・連携事業を進める上での窓口機能

市区町村

・住民や職域も対象とした地域・職域連携推進事業の（企画）・実施・（評価）
・保健衛生部門を中心とした国民健康保険部門、商工労働部門等との庁内連携
・（都道府県が実施する）地域・職域連携推進事業への協力
・市区町村が保有する健康に関する情報の提供

労働局（都道府県単位）
・労働基準、労働衛生に関する（法制度等）情報の提供
・保健指導や出前講座等の事業に関する関係機関の紹介、イベント等の共同実施
・都道府県内の労働災害や健康診断結果に関する実態の情報提供

労働基準監督署
・労働基準、労働衛生に関する情報の提供
・地域・職域連携推進協議会からの情報を（監督指導する）事業場に提供
・（労働基準監督署主催の説明会等での健康教育の場の提供）

産業保健総合支援センター
（さんぽセンター: 都道府県単位）

・労働衛生、産業保健に関する研修及び情報の提供
・地域・職域連携推進協議会からの情報を提供
・（保健指導や出前講座等の事業に協力する関係機関の紹介、イベント等の共同実施）

地域産業保健センター
（地さんぽ）

・（管轄地域における）労働衛生、産業保健（の実態）に関する情報の提供
・地域・職域連携推進協議会からの情報を（事業場に）提供
・（地域の事業場も対象に含む）講演会、イベントの実施（・協力）

13出典: 津下一代 「2021年産業衛生学会東海地方会 産業保健スタッフのための研修会資料」を一部改変



出典: 津下一代 「2021年産業衛生学会東海地方会 産業保健スタッフのための研修会資料」を一部改変

機関名 期待される役割

保険者

・市区町村がん検診と特定健診の共同実施
・データヘルス計画や業種別健康情報等、健康に関する情報の提供
・健康宣言事業所等、健康づくりに取り組んでいる事業所の紹介、アンケートの協力
・地域・職域連携推進協議会からの情報を加入事業所に提供、講演会、イベント等の共同実施
・保険者が感じている課題の協議会への提案、研修会の共同実施や定期的打ち合わせ会の実施

国民健康保険団体連合会
・講演会、イベント等の共同実施、保険者が感じている課題の協議会への提案
・専門職の研修会の共同実施や定期的打ち合わせ会の実施

事業場

・事業場において重点的に取り組むべき課題の把握
・労働者に向けた地域保健に関する情報の提供
・地域保健と共同した健康関連イベントへの協力
・企業が保有する（人材や商品、）運動施設等を地域住民（が利用できる機会を提供）に開放

地方経営者団体、商工会議
所、商工会

・会員事業者への保健事業に関する情報の提供、事業者への健康に関するアンケートの共同実施
・講演会、イベント等の共同実施、会員事業者が保有する運動施設等の地域への提供の呼びかけ
・産業保健師等専門職（を含む）の研究会や定期的打ち合わせ会の共同実施

共同組合
・組合等への保健事業に関する情報の提供、組合員への健康に関するアンケートの共同実施
・講演会、イベント等の共同実施

医師会・歯科医師会・薬剤師
会・看護協会・栄養士会等

・地域・職域連携推進協議会からの情報を会員に提供、地さんぽとの連携
・地域・職域連携推進事業（講演会、健康教育、健診、保健指導等）への協力を会員に依頼
・地域・職域連携推進事業への人的資源の紹介

健診機関
・受診者全体の健康課題に関する情報の提供
・地域・職域連携推進事業（講演会、健康教育、健診、保健指導等）への協力

住民ボランティア等 ・地域・職域連携推進事業への協力

学識経験者（産業保健、公衆衛
生等）

・協議会におけるデータ収集や分析に対する支援、連携事業への効果的なアプローチ方法の提案
・協議会運営に対する客観的な評価や助言

構成機関に期待される役割
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地域・職域連携協議会の
成長イメージ

15
出典: 地域・職域連携協議会の成長イメージ  (地域・職域連携推進ガイドライン  令和元年度改訂版)

都道府県により、また県内でも二次医療圏によって活動レベルは異なる。
レベル1は 概ね達成されているが、レベル3に達している都道府県は まだ少ない。
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令和4～7年度における
研究班の知見

1. 二次医療圏単位の地域課題を明確にするための特
定健診データベースの構築

2. 地域・職域連携推進の体制構築（協議会の取組みレ
ベルの視覚化）

3. 地域・職域連携事業におけるICT活用推進

4. 市区町村レベルの地域・職域連携推進状況把握
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地域と職域のデータを統括した
地域の健康課題の抽出

• 特定健診のデータ分析

• 国保、協会けんぽ、単一健保や総合健保の特定健診データを統
合して市町村ごとに視覚化

→ 首都圏など健保の数が多く、働く場と住居圏域が異なる地域では作成が困難

18
出典: 静岡県が提示している県内市町村別特定健診の分析結果



NDB二次医療圏データを活用した
健康課題の可視化(標準化該当比率 対全国)

19出典:  「改訂版  地域・職域連携推進事業の新たなる展開進め方」  P.17



二次医療圏単位の地域課題を明確化
NDBデータの圏域別分析

20出典: 津下一代先生 研究室HP  https://ktsushita.com/index.php/kenkyuhan-tiiki04/



自治体における健康課題データ
分析結果の提供先
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出典: 令和7年度 厚労科学研究班
「全国の自治体を対象とした地域・職域連携推進事業に関する調査」より



地域・職域連携協議会の役割
(関連機関が集うプラットフォーム)
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協議会の構成メンバー

改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



地域・職域連携推進の
政策への位置づけと業務の優先度

2022年調査 2025年調査

23
出典: 2022年調査 「改訂版 地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



地域・職域連携推進の
政策への位置づけと業務の優先度

2022年調査 2025年調査

24
出典: 2022年調査 「改訂版 地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



地域・職域連携推進事業の
外部委託状況

25
出典: 2022年調査 「改訂版 地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



都道府県版 協議会
進捗チェックリスト（32項目）

26
改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」 p32-36
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

1. 協議会の適切な運営 （6項目）

2. 協議会の構成 （５項目）

3. 協議会の主な議題設定 （9項目）

4. 社会資源の活用、育成 （3項目）

5. 評価指標の設定 （6項目）

6. 公表、報告、コミュニケーション （3項目）



都道府県版 協議会
 進捗チェックリスト

27
改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



二次医療圏レベル２から３を目指すための

協議会チェックリスト（46項目）

28
改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」 p.37-44
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

1. 協議会の適切な運営 （8項目）

2. 協議会の構成 （6項目）

3. これまでの協議会の振り返り、事業の継続性 （4項目）

4. 協議会構成員の関心があるテーマについて情報・データ収集
（7項目）

5. 協議会で協議すべきテーマの絞り込み（5項目）

6. 社会資源の活用、育成：WGで検討 （4項目）

7. 共同事業の実施 （１項目）

8. 評価指標の設定 （6項目）

9. 公表、報告、コミュニケーション （5項目）
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二次医療圏版 レベル2からレベル3を
目指すための協議会チェックリスト

改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
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チェックリストの活用状況

出典: 令和7年度 厚生労働科学研究班
「全国の自治体を対象とした地域・職域連携推進事業に関する調査」より

※担当者が交代するたびに、チェックすることをお勧めします。



地域・職域連携事業における
ICT活用例

31

改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



働く世代に対する健康増進事業における
ICT 導入状況（2022年調査）

32

改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



働く世代に対する健康増進事業に
おけるICT活用チェックリスト（56項目）

33

改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

1. 共通項目（8項目）

2. オンライン会議（8項目）

3. 健康情報のメルマガ配信（7項目）

4. ホームページによる健康情報発信（8項目）

5. オンラインセミナー: ライブ配信（8項目）

6. オンラインセミナー: オンデマンド配信（8項目）

7. 健康関連アプリ（9項目）



ICT活用のためのチェックリスト

34

改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」 p.51-56
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

※令和7－8年度に信頼性のある尺度にするためのブラッシュアップ調査と分析中



市区町村における
地域・職域連携事業の実施状況

（4都道府県、１政令都市調査）

35
令和6年度厚生労働科学研究 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携の推進のための研究」
（研究代表者 津下一代） 総括・分担報告書より
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令和6年度厚生労働科学研究 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携の推進のための研究」
（研究代表者 津下一代） 総括・分担報告書より

都市部の市区における
地域・職域連携事業の実施状況

（4都道府県、１政令都市調査）
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令和6年度厚生労働科学研究 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携の推進のための研究」
（研究代表者 津下一代） 総括・分担報告書より

町村における
地域・職域連携事業の実施状況

（4都道府県、１政令都市調査）



本日の流れ

• 地域・職域連携推進ガイドライン

• 研究班のこれまでの知見（令和4～7年度の

地域・職域連携推進研究）

• 機能的な地域・職域連携推進協議会とは

• 協議会のステップアップを図る

38



地域・職域連携の基盤づくりから
実際に中小企業支援に到達するまで

39
改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf



都道府県、二次医療圏の役割
・協議会の設立: 自治体、保険者、労働衛生関連機関、事業場、

有識者等の関係者が集うプラットフォームの構築
・地域の健康課題の明確化と共通の目標設定
・地域職域連携事業の創出（モデル事業の企画・実施・評価）

40

市区町村の役割が明確化される
→ 中小企業にとって最も身近な自治体としての健康支援

職域との協働
   → 自治体からの依頼で、地域の中小企業への支援



◆市内の中小企業に対する出前健康講座の

開催（健康づくり課）

◆内容に応じて保健指導係、食育推進室、健診
係の３部署で対応

新潟県三条市における取組みの特徴

令和7年12月22日、「地域・職域連携推進研究班主催ワークショップ資料」

地域の中小企業に対する健康支援の取組み

41



◆市内の大学との連携（プログラム企画、

資料作成、事業評価）に、よりPDCAを

回しやすい体制が整備された。

新潟県三条市の取組みの特徴

近隣の医学科、看護学科、栄養学科、スポーツ学科、心理学科など有識者がいそうなところを探す。
→ 開始時は研究（モデル事業）協力として、継続するときは行政で予算を組む等の戦略が必要。

地域の中小企業に対する健康支援の取組み

令和7年12月22日、「地域・職域連携推進研究班主催ワークショップ資料」 42



新潟県および県央圏域における
地域・職域連携協議会の役割

◆新潟県の協議会メンバーに新潟産業保健総合支援センターの
保健専門職（保健師）が参加。

◆県央圏域においてモデル事業を実施。

◆二次医療圏（県央域）の地域・職域連携協議会には実務者レベ
ルが参加。

◆（県）、市、さんぽセンター、地さんぽの担当者が顔の見える関係
を構築。

◆大学等の有識者やヘルスケア関連企業も巻き込み、ターゲット
企業の開拓やプログラムの開発・充実を推進

地域の中小企業に対する健康支援の取組み

令和7年12月22日、「地域・職域連携推進研究班主催ワークショップ資料」を一部改変 43



➢ 実務者レベルが話し合える作業部会を設置する。

➢ 産業保健総合支援センター等、異動が少なく、多機関に顔の
見える関係を作りやすい専門職を協議会メンバーに選出する。

➢ 良い取組みをしている市町村の取組みの横展開を図る。

県・二次医療圏協議会
の課題と対策

◆各組織の長が出席するレベルの協議会

• 1回/年の開催が最も多い。

• 各構成委員からの報告と情報共有で終わり、地域の健
康課題からの対策を議論する場となりにくい。

44



➢ 担当者を複数置く（主担当と副担当）。

➢ 庁内連携で複数の部署で関わり、次年度に誰かが継続関与で
きるようにする。

➢ 協議会の議事録の詳細な記録と関係者との共有を丁寧に行う。

➢ 顔の見える関係だけでなく、事業の理念や進め方について明
文化、予算化して、しっかり引継ぎする。

県・二次医療圏協議会
のよくある課題と対策

◆定期的なジョブローテーションにより、地域・職域
連携の状況把握にとまり、他機関との顔の見える
関係を作って実装化まで関わるのが難しい。

45



➢ 健康づくり活動だけでなく、労働災害防止を目的とした制度や
業務との連携ができないか、意見を求める。

➢ 経営者が関心を持つ「健康経営」と絡めた事業について意見を
求める。

➢ 働く世代の健康づくりが地場産業の活性化にも繋がるという広
域的な目標を持つ。

県・二次医療圏協議会
のよくある課題と対策

◆労働局、労働基準監督署、産業保健総合支援セ
ンター、商工会議所等の職域からの出席者に何を
依頼すればよいか役割が分かりにくい。

46
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